
事業群評価調書（令和７年度実施）

1-4 川村　喜実

1

① 5,487,983

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 36% 58% 80% 100%
100%

（R6）

実績値②
14%

(R元）
7% 15.2% 13.5% 19.7% 進捗状況

達成率
②／①

19% 26% 16% 19% 遅れ

R5実績

R6実績

R7計画

1,501 751 0 【活動指標】 3 3 100%

1,702 851 789 3 3 100%

1,157 578 788 3

【成果指標】 40 55 137%

55 51 92%

○ ― ― 55

●事業の成果
・CRTについては、運営委員会、研修会等を
開催し、緊急時、迅速な対応ができるような
体制を整備している。
・DPATについては、令和6年度に6名の新規隊
員登録を得て、現在16名の隊員が登録されて
いる。
●事業群の目標達成への寄与
・緊急時に迅速な対応できるような体制整備
の構築に寄与した。

研修会開催回数
（回）

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第2条

H17-
こころの緊急支援
チ ー ム 登 録 員 数
（人）

障害福祉課 県内の小・中・高・ろう・盲・特別支援学校

●実施内容
事件・事故や災害等の緊急時には、対応の遅れが致命的

となることが多いため、平時からこころのケアを行う専門
家チーム（CRT）を結成し、教育委員会や学校からの要請
に基づいて、緊急に現地派遣できる体制を整備している。

DPATについては、平成28年度の熊本地震を契機に発足。
緊急時に現地へ派遣できる体制を整備している。
●実施状況

CRTは派遣要請があれば、現地に派遣し、対応を行って
いる。（令和6年度派遣実績なし）

DPATについても、災害発生時等、派遣を行っている。
（令和6年度派遣実績なし）
※ CRT（Crisis Response Team）…こころの緊急支援チー
ム
※DPAT（Disaster Psychiatric Assistance Team）…災害
派遣精神医療チーム

取組
項目
ⅰ

○ 1

こころの緊急支援対策
システム整備事業

うち
一般財源

人件費
(参考)

令和６年度事業内容及び実施状況
（令和７年度新規・補正事業は事業内容） 主な指標

R5目標 R5実績

達成率

R6目標

所管課(室)名 事業対象

事
業
群

　　　　　　　　　　指　標 （進捗状況の分析）

避難行動要支援者の個別支援計画策定済
み率（累計）

個別避難計画作成については、市町避難行動要支援者担当課長等
会議の開催や個別訪問等により県内の進捗状況確認や課題の共有等
を行っている。

R7.4.1現在、個別避難計画の未策定市町は無く、個別避難計画策
定済人数は11,419人となっており、策定済み率も19.7％と前年度と
比較して6.2％増加しているが、目標達成には至っていない。

引き続き、災害対策基本法等の改正による個別避難計画作成の努
力義務化を踏まえ、国の連携支援事業の活用や先進事例の紹介、市
町間での意見交換、情報共有を図りながら、市町に対し継続的な働
きかけを行うとともに、関係団体との意見交換などの実施により同
計画の作成を推進していく。

R6実績
事業実施の根拠法令等

事業期間 法令による
事業実施の
義務付け

県の裁量
の余地が
ない事業

他の評価
対象事業

(公共、研究等)

R7目標

２．令和６年度取組実績（令和７年度新規・補正事業は参考記載）

取
組
項
目

中
核
事
業

事
業
番
号

事務事業名

事業費　(単位:千円） 事業概要

１．計画等概要

（長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025　本文） （取組項目）

基 本 戦 略 名 みんなで支えあう地域を創る 事業群主管所属・課(室)長名 福祉保健部　福祉保健課

施 策 名 誰もが安心して暮らし、社会参加できる地域共生社会の推進 事 業 群 関 係 課 （ 室 ） 国保・健康増進課、障害福祉課、長寿社会課

事 業 群 名 社会的配慮を必要とする人たちへ必要な支援を行う体制づくり 令和６年度事業費（千円） ※下記「２．令和６年度取組実績」の事業費（R6実績）の合計額

高齢者や障害者等の要配慮者に対する災害時の避難支援対策を推進します。また、生活困窮者に
対しては、相談支援体制を整備し自立促進を図るとともに、民間団体等と連携しながら自殺者の減
少を目指します。さらに、関係機関や団体と連携して依存症問題の対策に取り組むとともに、ひき
こもりを対象とした相談支援体制も整備します。

ⅰ）災害時に要配慮者が安全に避難できるよう、迅速に避難支援等を行える体制の整備
ⅱ）生活困窮者を対象とした自立相談支援等による総合的な相談支援体制の構築
ⅲ）行政や民間を含む関係団体の連携・協力による総合的な自殺対策の推進
ⅳ）関係機関・団体との連携による問題の段階に応じた依存症対策の推進
ⅴ）ひきこもりを対象とした、8050問題も含めた相談支援体制の整備

指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

令和６年度事業の成果等



47,953 15,567 3,064 【活動指標】 105 71 67%

98,099 29,118 5,519 105 56 53%

130,895 36,904 4,727 105

【成果指標】 75 39 52%

75 46 61%

○ ― ― 75

44,482 30,044 5,744 【活動指標】 65 93.6 144%

49,655 31,350 5,913 65 97.5 150%

54,240 34,951 5,909 65

【成果指標】 50 30.1 60%

50 31.2 62%

〇 〇 ― 50

2,246,294 776,482 4,978 【活動指標】 数値目標なし 2,246,294 ―

2,201,855 747,082 5,125 数値目標なし 2,201,855 ―

2,341,474 755,785 5,121 数値目標なし

【成果指標】 数値目標なし 1,018 ―

数値目標なし 1,020 ―

〇 〇 ― 数値目標なし

生活保護法第71条、第73条及び第
75条S25- 生活保護世帯数

（世帯）福祉保健課 被保護者

●事業の成果
・コロナが5類感染症に移行し、対象者へ接
触しやすい環境となったこともあり、ケース
ワーカーや就労支援員による就労意欲・社会
参加意欲の向上等の取組を強化し、活動指標
（参加割合）については目標を上回った。
●事業群の目標達成への寄与
・就労支援の取組に参加する者は増加し、被
保護者の一定数が就労開始につながったもの
の、対象者の中には、精神疾患などの病気の
再発や、重労働不可など制限がある中で適職
が見つからない等により、成果指標（就職割
合）の目標達成までは至らなかった。

就労支援の取組に参
加 す る 者 の 割 合
（％）

生活保護法第55条の7及び第55条の
8

H17- 就労支援の取組に参
加した者のうち、就
労した者及び就労に
よる収入が増加した
者の割合（％）福祉保健課 被保護者

3

被保護世帯自立推進事
業

●事業内容
就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に

応じ、必要な情報の提供及び助言を行う。
被保護者の健康管理について、必要な情報の提供、保健

指導、受診勧奨その他健康の保持・増進に資する取組を行
う。
●実施状況　

就労可能な被保護者に対し、ハローワークと連携した取
組、就労支援員やケースワーカー等による支援を行い、就
労自立や増収を推進した。

頻回・重複受診等と認められる被保護者や後発医薬品の
使用が可能と判断される被保護者に対し、医療扶助相談・
指導員等による受診指導や服薬指導等を行った。

診療報酬明細書の審査・点検を通じ医療費の適正な額の
確定を行い、改善を要する被保護者の受診情報等を、福祉
事務所に提供し、必要な指導を行った。

4

生活保護措置費

●事業内容
生活困窮者に対し生活保護法に基づき必要な保護を実施

し最低生活を保障するとともに、自立を助長するための支
援を実施する。
●実施状況　

被保護世帯に対し生活扶助費、医療扶助費等を支給する
とともに、担当ケースワーカー等が、日常・社会生活自
立、経済的自立に向けた支援を行った。

●事業の成果
・生活保護の開始申請に対し、迅速かつ適正
に保護を決定した。
・決定後は、高齢者、傷病者、稼働能力があ
る者、子どもがいる世帯等、対象毎に援助方
針を設定し、ケースワーカーや医療扶助相
談・指導員等による支援を行い、最低限度の
生活保障と自立の助長が図られた。

生活保護措置費
（千円）

取組
項目
ⅱ

○ 2

生活困窮者自立支援事
業

生活困窮者自立支援法第5・6・7条

H27-

●事業内容
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るた

め、生活困窮者に対して相談支援を行い、一人ひとりに合
わせた住居確保、就労、家計改善など、関係機関との連携
により包括的な支援を実施する。
●実施状況

県の福祉事務所が所管する7町（小値賀町を除く）にお
いて、生活困窮者の相談に応じ、アセスメント（困窮の背
景・要因を分析し、課題の解決の方向性を見定めること）
を実施して、個々のニーズに応じた自立支援計画を作成し
た。

また、計画に基づいて家計改善支援等の必要なサービス
提供を行うほか、離職や廃業により住居を失う恐れがある
者に対しては、家賃相当分の給付金を支給し、再就職に繋
がるよう必要な助言やハローワーク等の関係機関と連携を
図った。

福祉保健課 生活困窮者及び被保護者

●事業の成果
・生活困窮者からの相談に応じ、関係機関と
の連携のもと、自立支援計画を策定し包括的
な支援を行った。
・相談者の抱える課題が、住まいの不安定、
家族の問題、メンタルヘルスの不調、家計管
理や債務など多岐にわたり、かつ複合的な場
合もあることから、就労による経済的自立以
外（日常生活や社会生活の自立）を当面の支
援目標としている事例もあった。
・就労・増収率については、本人に就労の意
欲があっても、本人の希望や能力に合った就
職先が見つからない場合や、就職してもパー
トなどの非正規雇用のため、収入増加に結び
つかない場合があり、目標達成には至らな
かった。
●事業群の目標達成への寄与
・生活困窮者への相談対応を通じ、要配慮者
の把握に繋がった。

就労支援対象者数
（人）

就労・増収率（％）

取組
項目
ⅱ



137,534 136,376 3,063 【活動指標】 120 127 105%

137,206 136,236 3,154
R5,6：民生委員・児
童委員の活動日数
（日）

120 132 110%

152,818 151,031 3,151
R7-：民生委員・児
童委員に対する研修
開催回数（回）

16

【成果指標】 60 36 60%

R5,6：民生委員・児
童委員の年間相談・
支援件数（件）

60 37 61%

○ ― ―
R7-：民生委員・児
童委員の活動日数
（日）

120

18,796 9,398 2,298 【活動指標】 数値目標なし 387 ―

18,796 9,398 2,335 数値目標なし 464 ―

25,886 7,762 2,363 数値目標なし

【成果指標】 83 83 100%

83 84 101%

― ― ― 83

31,960 8,666 45,954 【活動指標】 数値目標なし 11,560 ―

33,462 21,676 47,304 数値目標なし 11,755 ―

35,593 6,939 47,268 数値目標なし

【成果指標】 数値目標なし 186 ―

数値目標なし 算定中 ―

〇 ― ― 数値目標なし

取組
項目
ⅲ

○ 7

自殺総合対策強化事業

●事業内容
県内自殺者数の減少を目指し、民間団体を含む様々な関

係機関・団体がそれぞれに役割を担い、連携協力していく
ことにより総合的な自殺対策を実施する。
●実施状況

自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱を踏まえ、保健、
医療、福祉、教育、労働、法律、その他の自殺対策に関係
する様々な分野の機関や団体がそれぞれに役割を担い、連
携して取り組んでいくことを目的に策定した「第4期長崎
県自殺総合対策5カ年計画」（R4～R8）に基づく総合的な
自殺対策を実施した。

●事業の成果
・「長崎県自殺総合対策5カ年計画」に 基づ
く総合的な自殺対策の推進、地域自殺対策強
化交付金を活用した自殺対策を実施。
・自殺者数は、H15年の449人をピークに増減
を繰り返しながらも減少傾向にあったが、こ
こ数年は、 180～ 190人程度で横ばい。
　
●事業群の目標達成への寄与
・計画を推進することにより、総合的な自殺
対策の推進に寄与した。

長崎いのちの電話相
談対応件数（件）

自殺対策基本法第3条

H19-
自殺者数（人）

障害福祉課
一般県民・自殺対策に関係する関係者・民間を含めた関係
機関・団体等

6

生活福祉資金貸付事業
費

●事業内容
低所得者や高齢等世帯の生活の安定や自立を支援するた

め、必要な相談支援を行うことと併せて、無利子または低
利子で一時的に必要となる資金の貸し付けを実施する長崎
県社会福祉協議会に対し貸付資金を補助する。
●実施状況

失業や減収等により生活に困窮している方について、県
社会福祉協議会が、生活費及び一時的な資金の貸付けを行
うとともに、市町社会福祉協議会や自立相談支援機関等に
おいて継続的な相談支援を行った。

●事業の成果
・新型コロナウイルス感染症の影響による収
入減少世帯等に対する特例貸付が令和4年度
で終了しているが、償還に伴うフォローアッ
プの中で生活困窮者自立支援法の各事業と連
携し、生活困窮者を必要な相談支援につなげ
ることができた。
・本事業に関する新たな広報活動により、子
育て中の生活困窮世帯を必要な支援へつなげ
ることができた。
・本則に基づく償還率は目標を達成できてお
り、低所得者等の自立支援や生活意欲の助長
促進に寄与した。

資金貸付件数（件）

長崎県生活福祉資金貸付事業の補
助に関する条例

S30-

貸付金償還率（％）

福祉保健課 低所得、高齢、障害、失業者世帯

5

民生委員費

●事業内容
住民の福祉の増進を図るため、民生委員・児童委員が行

う相談支援や見守り活動等を推進するとともに、活動に必
要な知識・技術の向上に資するための研修等を実施する。
●実施状況

県が所管する中核市を除く19市町の民生委員・児童委員
及び地区協議会の活動費を補助するとともに、情勢に即し
た研修の実施などにより円滑な民間社会福祉活動の推進を
図った。

●事業の成果
・活動日数については、地域住民が抱える課
題が複雑化・複合化する中、孤立・孤独問題
の深刻化、見守り世帯の増加等もあり、目標
を達成した。
・サロン活動への参加などの地域福祉活動が
増えてきているものの、個別の相談支援とし
て件数を計上するまでには至っていないこと
もあり、成果指標は達成できなかった。民生委員法第26条

S41-

福祉保健課
県民全般、特に高齢者、障害者、子育て世帯、生活困窮者
等

取組
項目
ⅱ



10,557 5,278 9,574 【活動指標】 1,073 981 91%

12,756 6,378 10,250 981 819 83%

15,633 7,817 10,242 819

【成果指標】 971 1,307 134%

1,307 1,344 102%

〇 ― ― 1,344

2,726,880 1,394,361 30,636 【活動指標】 数値目標なし 13,946 ―

2,874,181 1,469,670 31,536 数値目標なし 14,294 ―

3,105,373 1,588,433 31,512 数値目標なし

【成果指標】 ― ― ―

― ― ―

○ ○ ― ―

21,422 10,711 3,064

【活動指標】
R4,5：難病相談・支
援ｾﾝﾀｰでの各種相談
件数（件）

1,600 1,186 74%

38,442 12,839 3,154 12 23 191%

23,597 11,713 3,152 12

【成果指標】
R4,5：難病相談・支
援ｾﾝﾀｰの支援により
就労した人数（人）

20 11 55%

1,200 1,060 88%

○ ― ― 1,200

10

難病特別対策推進事業
●事業内容

難病相談・支援センターを設置し、難病患者やその家族
等への相談支援、地域交流活動の促進、就労支援等を行
う。
●実施状況

難病相談・支援センターにおいて、難病患者やその家族
等への相談支援を行った。また、ハローワークと連携した
相談会やセミナーを開催した。

●事業の成果
・難病患者や家族等の相談支援、地域交流活
動の促進、就労支援等を行う拠点施設として
療養上の悩み、不安解消等の支援や就労支援
に寄与した。
・コロナ禍で一時休止していた難病カフェ等
の交流イベントを再開し、難病患者の社会参
加の機会を増やしながら相談対応を実施し
た。引続き難病患者の自立支援や不安解消に
必要であるため、継続して支援を行う。難病の患者に対する医療等に関す

る法律 第28・29条

H18-

国保・健康増進課 難病患者・家族

R6-：地域交流会の
実施回数（回）

R6-：難病相談・支援
センターでの各種相
談件数（件）

○ 8

依存症対策総合支援事
業費

●実施内容
依存症患者及び家族が抱える多様な問題、課題に対し、

適切な支援、治療を受けられる体制の整備を図る。
●実施状況
①依存症対策ネットワーク協議会・専門部会の開催
②依存症専門相談支援（依存症専門相談員の配置）
③依存症専門医療機関の明確化
④依存症関係者研修会の開催
⑤回復支援
⑥民間団体活動支援
⑦普及啓発・情報提供

●事業の成果
・相談支援体制の整備、充実を図るため、長
崎こども・女性・障害者支援センター主催と
保健所単位での研修会を開催し、依存症に関
する問題に対応できる人材を育成することが
できた。
・また、依存症の専門研修として、e-ラーニ
ングを活用した研修を実施したこともあり、
医師等幅広い職種にも参加いただけた。
●事業群の目標達成への寄与
・関係機関や民間団体と連携して依存症対策
に取り組み、相談支援体制の構築に寄与し
た。

研 修 会 参 加 者 数
(人）

ギャンブル等依存症対策基本法第6
条
アルコール健康障害対策基本法第5
条H30-

依存症に関する相談
件数（延件数）

障害福祉課
一般県民、依存症患者及び家族、依存症対策に関する関係
者・民間を含めた関係機関・団体等

○ 9

指定難病対策費

●事業内容
　指定難病患者に対し医療費の助成を行う。
●実施状況

対象となる指定難病患者に対し医療費を助成し、良質か
つ適切な医療の確保及び療養生活の質の維持向上を図っ
た。

●事業の成果
・難病患者に対する医療費の助成を行い、療
養生活に係る負担の軽減や、良質な医療の確
保に寄与した。
・医療受給者証申請手続等の機会を通じて在
宅の難病患者で支援を必要とする者の把握に
努め、適切な在宅療養支援へとつなげた。
●事業群の目標達成への寄与
・指定難病患者の受給状況を、市町へ情報提
供することにより、避難行動要配慮者の避難
行動計画作成に寄与した。

指定難病認定件数
（件）

難病の患者に対する医療等に関す
る法律 第5条

H27-
―

国保・健康増進課 難病患者取組
項目
ⅳ



514 257 2,298 【活動指標】 1 4 400%

429 215 2,366 1 1 100%

868 434 2,364 1

【成果指標】 1,100 928 84%

1,100 693 63%

― ― ― 693

12,135 5,120 7,659
【活動指標】
R5:推進計画の策定

策定 策定 100%

9,821 0 7,884 1 1 100%

9,032 0 5,357 2

【成果指標】 74 78.4 105%

77.3 79.1 102%

― ― ― 80.1

【活動指標】

11,579 11,579 1,577 2 2 100%

24,643 24,478 1,576 4

【成果指標】

― 202 ―

― ― ― 202市町

12

長崎県ケアラー支援条
例推進体制構築事業費

●事業内容
「長崎県ケアラー支援条例」及び本条例に基づき策定し

た「長崎県ケアラー支援推進計画」に沿って、県民等がケ
アラーの問題を理解し、ケアラーが孤立しないよう社会全
体で支える機運を醸成するとともに、支援を担う人材の育
成、支援に関わる連携体制の整備等を推進する。
●実施状況

県民向けのケアラー支援シンポジウムを開催し、県公式
YouTubeチャンネルでもアーカイブ配信した。

専門職及び事業者向けのケアラー支援ツール等を制作す
るとともに、専門職向け多職種合同研修の開催や介護離職
防止に取り組む事業者へのアドバイザー派遣等を実施し
た。

●事業の成果
・シンポジウムの開催などの広報啓発を通じ
て、県民のケアラーに対する理解促進につな
げることができた。
・また、支援ツールの制作や専門職向け多職
種合同研修の実施を通じて、ケアラーの早期
発見や支援に向けた体制づくりに寄与した。長崎県ケアラー支援条例

R5-
ケアラー認知度
（％）

長寿社会課 ケアラー及びその家族、県民、事業者等

R6-:外部有識者会議
の開催（回）

○ 11

ひきこもり対策推進事
業費

●事業内容
ひきこもり支援を推進するための体制を構築し、ひきこ

もり状態にある本人や家族等を支援することにより、ひき
こもり状態にある本人の社会参加を促進し、本人及び家族
等の福祉の増進を図る。
●実施状況

ひきこもり状態にある本人や家族等からの相談支援を実
施。

また、ひきこもりの高年齢化・長期化から地域で孤立し
がちな本人及び家族が、住み慣れた地域において様々な資
源に繋がり、自分らしく生きていけるよう、関連する分野
の関係機関等が連携し、包括的な支援の取り組みが進めら
れていく体制の推進を図った。

●事業の成果
・長崎こども・女性・障害者支援センターに
おいて、専門研修を実施し、ひきこもりに関
する問題に対応できる人材を育成することが
できた。
・また、当事者のためのフリースペースの開
放や、家族教室などの家族支援を実施した。　
●事業群の目標達成への寄与
・関係機関と連携し、切れ目ない支援体制構
築に寄与した。

専門研修の実施回数
（回）

生活困窮者自立支援法第7条

H22-
ひきこもり相談対応
件数（人）

障害福祉課 ひきこもり状態にある本人又は家族等

13

重層的支援体制整備事
業費

●事業内容
地域共生社会の実現を目指し、地域住民の複雑化・複合

化した支援ニーズに対応するため、市町における包括的な
支援体制を整備するとともに、市町の取組促進に向けた後
方支援を実施する。
●実施状況

令和6年度から重層的支援体制整備事業を実施している2
市に対して、交付金を交付するとともに、全市町に対し
て、包括的な支援体制整備に向けた研修会を実施した。

●事業の成果
・2市において重層的支援体制整備事業を実
施し、複合的課題を持つ世帯に対し包括的な
支援を行うことができた。

重層的支援体制整備
事業実施市町数（市
町）

社会福祉法第6条第3項、第106条の
9

R6-
複合的課題への対応
件数（件）

福祉保健課

取組
項目
ⅴ
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３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性
災害時に要配慮者が安全に避難できるよう、迅速に避難支援等を行える体制の整備

こころのケアを行う専門家チーム（CRT)は、緊急時、迅速な対応ができるよう、こころの緊急支援チーム運営委
員会を設置し、チーム員の登録審査、活動の評価、研修等を実施している。

災害派遣精神医療チーム（DPAT）も、緊急時、迅速な対応ができるよう、人材育成や資機材の確保を行う必要が
ある。

（人材育成）
・CRT

引き続き基礎研修会、フォローアップ研修会を開催し、緊急時に対応できる人材育
成を行う。
・DPAT
　本県被災時に迅速に対応できるようにDPAT隊の育成訓練を行う。
　DPATの隊員拡充にむけて精神科病院や各種会議での普及・啓発を行う。

（生活保護受給者に対する就労支援）
就労可能な被保護者に対しては、本人の意向、学歴、職歴、就労能力及び地域の求人状況等を勘案した上で、ハ

ローワークと連携した取組、就労支援員やケースワーカー等による支援に努めているが、失職期間の長期化、就労
経験の乏しさ、就労に向けて生活習慣の改善や社会参加能力の向上が必要、自尊感情や自己有用感の喪失、就労意
欲の乏しさなど多様で複合的な課題を抱えた者が多く、就職につながりにくい状況にある。
（医療扶助の適正な実施）

生活保護費のうち医療扶助費の占める割合が５割以上を占めている状況であり、医療扶助の適正実施が求められ
ている。また、診療報酬明細書については、適正な医療費の算定を行う必要がある。
（生活保護費の支給）

令和６年度の生活保護受給世帯数は20,186世帯、生活保護人員は24,960人で、保護率は1.99％であった。前年度
と比較すると世帯数は349世帯の減、人員は689人の減員となった。本県は全国的に保護率が高いが、医療・福祉施
設や就業機会の集中などを背景に都市部の保護率が高いことや、被保護世帯の多くを高齢者世帯、傷病・障害者世
帯が占めており、自立が困難なことが要因となっている。

（生活保護受給者に対する就労支援）
就労に向けて基本的な部分で困難な課題を抱えているため、就労意欲、社会参加意

欲の向上等の支援に引き続き力を入れ、ハローワークと連携した取組等につなげてい
く。
（医療扶助の適正な実施）

医療扶助相談・指導員等による被保護者の頻回・重複受診等に対する受診指導を行
うとともに、健康管理の側面から適正な医療受診を助言し、自立助長を推進する。

更に令和３年１月から実施している被保護者健康管理支援事業により、医療保険に
おけるデータヘルスを参考に福祉事務所がデータに基づき生活習慣病の発症予防や重
症化予防等を推進する。

また、診療報酬明細書については、審査・点検により過誤請求を是正し、適正な医
療費の算定を行う。
（生活保護費の支給）
　引き続き、適正な生活保護制度の運用を行う。

（民生委員・児童委員活動の推進）
委員活動の範囲は、子育て支援や、学校との連携、生活困窮者支援、災害時の避難行動要支援者に関することな

どさらに広がりをみせているため、社会状況の変化に対応できるよう、活動を行ううえでの必要な知識及び技術の
習得を図った。しかし、活動日数については、地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、孤立・孤独問題の
深刻化、見守り世帯の増加等もあり、サロン活動やボランティア活動への参加などの地域福祉活動が増えてきてい
るものの、相談支援までには至っていないこともあり、委員活動に関する周知啓発を行っていく必要がある。

（民生委員・児童委員活動の推進）
支援が必要な方が民生委員・児童委員への相談へつながるよう、引き続き、県・市

町広報媒体への掲載等、市町や民生委員児童委員協議会等と連携して民生委員制度を
周知していくとともに、市町等と連携して目標達成に向けた取組を行っていく。

（生活福祉資金貸付事業）
生活福祉資金の貸付にあたっては生活困窮者自立支援法の各事業と連携し、相談者の経済状況や生活環境に応じ

て生活の立て直しのための継続的な相談支援を行った。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収で特例貸付を行った世帯に関して、償還が始まった世帯に対して

は、償還猶予や免除の手続き、家計改善の支援に繋ぐ等フォローアップ支援を行っているが、連絡や支援に応じな
い借受人も一定数いる状況である。

（生活福祉資金貸付事業）
物価高騰等の影響などにより、生活の立て直しが必要な方への相談支援に適切に対

応する体制を引き続き整備するとともに、自立相談支援機関と社会福祉協議会、生活
保護担当部局がより連携して支援をしていく。

生活困窮者を対象とした自立相談支援等による総合的な相談支援体制の構築

（生活困窮者自立相談支援）
必須事業である自立相談支援事業では、各福祉事務所設置自治体（県及び14市町）ごとに自立相談支援機関を設

置し、一人ひとりに合わせた様々な支援を行っている。県が所管する令和6年度の新規相談受付件数（本県全体人
口10万人あたり21.4件/月）は、厚生労働省の定める目標値（27.0件/月）を下回っており、支援が必要にも関わら
ず福祉サービス等に繋がっていない生活困窮者が一定数いることが懸念されるため、関係機関と密に情報を共有す
るなど積極的に支援ニーズを把握する必要がある。
（法律の規定による努力義務事業の拡大及び任意事業の取組推進）

自立相談支援事業とともに実施することが努力義務とされている任意事業については、就労準備支援事業が8
市、家計改善支援事業が1市において未実施である（就労準備支援事業：13市町実施、61.9％、家計改善支援事
業：19市町実施、90.0％）。また、令和6年の法改正により居住支援のための措置が強化されたが、住まい相談支
援員配置している自治体は1市、居住支援事業を実施している自治体は2市のみである。広域的な取り組みを推進し
ていくために、各市町の課題を把握し、課題解決に向けた情報提供等の後方支援を行う必要がある。

（生活困窮者自立相談支援）
生活困窮者の自立支援においては任意事業を併せて行うことが有効であることか

ら、引き続き未実施の自治体に対して、それぞれの課題を把握しながら任意事業の積
極的な実施を働きかけ、事業実施自治体の拡大を図る。

県福祉事務所管轄全区域において、「居住支援事業」を開始し、一定の住居を持た
ない生活困窮者に対して、一定期間に限り宿泊場所の供与等を行う。

物価高騰等の影響により生活が安定しない方に対して、きめ細やかに対応するため
引き続き、人員加配による自立相談支援体制の強化を行っていく。

生活困窮者支援に関わる担当者の対応力向上や担当者同士のネットワーク構築を図
るため、引き続き研修企画チームによる研修内容の充実を図ったうえで、研修を行っ
ていく。
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民間を含む関係団体との連携・協力による総合的な自殺対策の推進については、各関係機関の連携や包括的な相
談体制の整備が進んできている。また、各圏域でのゲートキーパー養成、若者向け普及啓発活動等、ネットワーク
づくりも特徴ある取組へと具体化してきている。

※「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、
話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命の門番」とも位置付けら
れる人のこと。

引き続き、関係機関による事業の実施、相談対応の手引き集等を活用した研修や連
絡会議等を通じて、相談支援技術の強化及び関係機関の連携体制の強化を推進してい
く。各市町の自殺対策計画に基づいた施策が実施できるよう、県でも支援を行う。

また、自殺の要因となりかねない経済、雇用、暮らしや健康問題等の悪化による自
殺の高まりを防ぐため、電話や対面での相談に抵抗がある方でも相談できる仕組みと
してSNS相談事業を実施。心のケアが必要な方を早期に発見し、関係機関との連携や相
談体制の強化を図る。

関係機関・団体との連携による問題の段階に応じた依存症対策の推進

依存症に関する相談件数は横ばいであるが、県民が「依存症が病気である」という認識が十分でないことや本人
が病識をもちにくく、相談等につながりにくいことを考えると、専門的な相談対応が行える体制の強化と相談窓口
の周知が必要である。また、未成年等若い世代からの予防対策と併せて啓発活動を行う必要がある。

依存症の専門医療機関として、4医療機関及び治療拠点機関として１医療機関選定を行っていたが、令和5年4月
にアルコール健康障害の治療拠点機関として1医療機関、令和7年2月にアルコール健康障害の専門医療機関選定を
行った。さらに身近で受診できる体制が必要であることから医療提供体制を整備していく必要がある。

普及啓発等の強化を図るため、県民向けの講演会を開催。若年層や新社会人を対象
とした講話、リーフレットの配布を実施する。

依存症医療提供体制の整備に向けた医療従事者向けの研修会を開催し、依存症専門
医療機関等の選定を行う。

依存症に関する社会資源の乏しい県北・離島地域において、専門医療機関や民間団
体と協働した依存症支援体制整備の強化を図る。

行政や民間を含む関係団体の連携・協力による総合的な自殺対策の推進

ひきこもりを対象とした、8050問題も含めた相談支援体制の整備

（指定難病対策費）
県民サービスの向上と職員の業務負担軽減、業務の標準化や質の向上のため、業務のデジタル化は継続して進め

る必要がある。毎年13,000件を超える更新作業にかかる業務は職員にかかる負担は大きいため、県民の申請手続の
利便性向上と併せて更なる事務の効率化に取り組む。

保健所が行う療養支援のほか、システムを活用した災害時の避難支援や感染症などのリスク対策のために必要
な、難病患者の療養状況等の基礎データの情報収集や入力内容のルール化を図る。

（難病特別対策推進事業）
コロナ禍のなか、メールやＷｅｂ会議サービスを活用した相談方法の充実、感染症対策を徹底した上でのイベン

ト実施やリモート会議対応の環境整備による施設利用の拡大を図ったことにより、意見交換の場をWebと対面での
ハイブリッド方式で実施することができるようになったため、遠方の方も容易に参加できるようになった。

パソコンなどの利用が不得手な高齢者にとっては、対面での相談支援はニーズがあるため、県北地域並びに他地
域における相談体制の強化を引き続き検討していく。

難病医療連携体制の構築として、拠点病院、協力病院を指定しており、難病患者の療養支援のために医療機関、
その他の関係機関との連携強化のため、難病医療連絡懇談会を定期的に実施。医療機関や行政、関係機関との連携
を取りやすい体制、雰囲気作りができた。

（指定難病対策費）
電子申請システムの活用などデジタル技術の活用など、引き続き申請手続きの簡素

化や業務効率化を検討する。
保健所と連携し、申請や相談対応などの機会を捉えて難病患者の情報収集を行い、

収集した情報内容の入力基準を定め、難病システムによる効率的なデータ管理と業務
への効果的な活用を検討する。

（難病特別対策推進事業）
コロナ禍における難病患者の継続的な支援として、メールやＷｅｂ会議サービスを

活用した遠隔相談などの相談対応の拡充を図ることができた。今後、センターの指定
管理者が持っているネットワークを活用し、県北地域を含めた県内全域での相談体制
強化を検討していく。

拠点病院である長崎大学病院を中心に新たな難病医療連携体制の構築のため、難病
医療連絡懇談会を定期的に実施した。懇談会をとおして、医療機関同士の連携強化を
図ることができた。さらに基幹協力病院を設置し、地域、患者のニーズに柔軟に対応
できる体制を検討していくこととした。また、引き続き難病患者や家族の問題解決の
支援、アフターフォローに取り組む必要がある。

（ひきこもり対策推進事業）
8050問題についての実態調査を受け、ひきこもり者及びその家族の抱える問題について、関係機関が情報を共有

し連携を図りながら、適切な支援につなげる必要がある。
また、ひきこもり状態の長期化やひきこもり者及びその家族の支援拒否、無関心などにより支援者の介入が難し

い現状があるため、ひきこもり支援者がひきこもりの特性を理解した家族支援や介入方法等を習得し、相談支援技
術の向上を図る必要がある。

（ひきこもり対策推進事業）
　ひきこもり当事者及び家族支援の充実を図る。
　ひきこもり支援関係機関間の連携を強化し、包括的な支援体制の構築推進を図る。
　8050問題等、高年齢化したひき¥こもりに対する正しい理解の促進に向けて普及啓発
を図る。

※8050問題：高齢の親と働いていない独身の50代の子とが同居している世帯に係る問
題



取組
項目
ⅲ

○

5

取組
項目
ⅰ

○ 1

こころの緊急支援対策
システム整備事業

― ⑥

事
業
番
号

○ 2

生活困窮者自立支援事
業

県福祉事務所管轄全区域において「居住支援事業」を開始
し、一定の住居を持たない生活困窮者に対して、一定期間に
限り宿泊場所の供与等を行う。

また、自立相談支援機関において、居住支援法人等と連携
した物件及び地域の支援ニーズ等の情報収集を行う。

②

7

自殺総合対策強化事業

電話や対面での相談に抵抗がある方でも相談できる仕組み
としてSNS相談事業を継続して実施。心のケアが必要な方を
早期に発見し、関係機関との連携や相談体制の強化を図る。

また、国の自殺総合対策大綱や地域の実情等を踏まえ策定
した「第4期自殺総合対策５カ年計画」に基づいた各機関、
団体等の自殺対策の進捗状況を確認しながら、総合的な自殺
対策に取り組む。

取組
項目
ⅱ

事業期間 事業構築
の視点

見直しの方向 見直し区分
所管課(室)名 ※令和７年度の新たな取組は「R７新規」等と、見直しがない場合は「―」と記載

４．令和７年度見直し内容及び令和８年度実施に向けた方向性
取
組
項
目

中
核
事
業

事務事業名

現状維持
H17-

福祉保健課

民生委員費
民生委員・児童委員の関する認知度が低い若者世代を巻き

込んだ啓発を行うほか、働きながら民生委員活動を行いやす
くするために、商工会議所等の経済団体を通じ、リーフレッ
ト配布等を行い、経営者への理解促進を図った。
　また、活動の手引書の改訂し、活動の負担軽減を図る。

②⑨

民生委員・児童委員は住民の身近な相談相手であり、困りごとを行政や各種
サービスへつなぐという、地域に欠かせない役割を担っていることから、理解
促進やなり手不足解消を図るため、引き続き、県・市町等の広報誌や新聞及び
県職員や教職員の退職者団体、商工会議所等の経済団体を通じた周知啓発を行
う。

令和7年一斉改選により新たに単位民児協の会長などに就任された民生委員
や新たに民生委員になられた方が活動しやすいよう、状況や課題に沿った研修
の充実を行うとともに、活動業務の負担軽減を図るため、民生委員が行ってい
る証明事務の廃止に向けた働きかけなどを行う。

改善

S41-

福祉保健課

②⑤⑥

SNS相談事業の実績（相談件数や相談内容等）の分析を行い、事業の継続に
ついて検討を行う。

また、「第4期自殺総合対策５カ年計画」に基づき、総合的な自殺対策に取
り組み、自殺者の減少を図る。

改善

H19-

障害福祉課

障害福祉課

6

生活福祉資金貸付事業
費

自立相談支援機関、社会福祉協議会、生活保護担当部局等
の関係機関が情報を共有し、借受人に対して償還猶予・免除
に関する情報提供や手続きの支援を行うとともに、必要な
サービスに円滑に繋がるよう連携を図る。あわせて、関係機
関における支援の実施状況や課題の共有、対策の協議を継続
し、低所得者等への支援に関する連携体制を強化する。

②

当事業は、低所得者等の経済的自立及び生活意欲の助長促進や社会参加の促
進を図り、生活の安定化に寄与するものであり、引き続き、 生活困窮者自立
支援法の各事業と連携し、償還能力を見極めながら償還への働きかけや、償還
が難しい場合は、家計改善支援や弁護士相談に繋ぐなどと必要な相談支援を
行っていく。
また、貸付事業に関わる相談支援の好事例や課題に関する関係機関間の協議

結果をもとに、支援に関わる職員の資質向上、支援体制のさらなる充実を目指
す。

改善

S30-

福祉保健課

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の推進に関する法律（住宅セーフ
ティネット法）の改正により、各市町における居住支援協議会の設置が努力義
務化され、福祉施策と住宅施策が連携した居住支援体制の強化の推進すること
とされた。住宅部局と連携し、地域の居住支援に関するニーズの把握、各市町
における居住支援協議会の設置に向けた働きかけ等、住居確保要支援者への支
援体制整備のための協議・検討を行う。

改善

H27-

令和７年度事業の実施にあたり見直した内容
令和８年度事業の実施に向けた方向性

事件や事故、災害発生時において、対応の遅れがさまざまなストレス要因を
抱えることとなり、二次被害リスクが高まることが予想される。緊急時、迅速
に対応できるような体制を整えておくため、引き続き協力医療機関の増加や、
人材育成、チーム資機材を整備する。



県内全市町における包括的支援体制の整備に向けて、重層的支援体制整備事
業実施市町を増加させていく。
また、市町の取組推進に向けて、各市町の包括的支援体制整備の構築状況や

構築に向けた課題を踏まえた支援を行う。

改善

R6-

福祉保健課

注：「２．令和６年度取組実績」に記載している事業のうち、令和６年度終了事業、100%国
庫事業などで県の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、
指定管理者制度導入施設評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点

「長崎県ケアラー支援推進計画」の中間見直しも踏まえながら、県民への広
報啓発に加え、ケアラー支援に関わる人材育成、関係者の連携強化、民間支援
団体等による取組の推進を図る。

改善

R5-

長寿社会課

②⑤

ひきこもり支援事例集、ひきこもり支援者用情報共有シートの更なる周知に
努め、複雑化・多様化する複合的な支援課題を持つ世帯への対応を行う関係機
関との連携強化や研修による人材育成等、包括的なひきこもり支援体制整備の
更なる推進を図る。

改善

H22-

障害福祉課

12

長崎県ケアラー支援条
例推進体制構築事業費

「長崎県ケアラー支援推進計画」に基づき、シンポジウム
の開催等による広報啓発や、ケアラー支援ツールのさらなる
活用を促すため、支援機関専門職合同研修の内容を見直し
た。

②

11

ひきこもり対策推進事
業費

国の方針及びひきこもり支援推進事業実施要領を基に、長
崎県ひきこもり支援推進事業実施要綱の改正を行い、ひきこ
もり地域支援センターの事業内容及び各関係機関の役割を明
記の上、事業の推進に努める。

②

取組
項目
ⅴ

13

重層的支援体制整備事
業費 事業実施自治体を増加させるとともに、各市町の包括的支

援体制の構築状況や課題を把握し、市町の取組推進に向けた
支援を行う。

10

難病特別対策推進事業

難病医療懇談会での意見交換を通じて、拠点病院からかか
りつけ医まで難病患者に対する支援の役割を明確化し、最適
な難病医療連携体制を構築する。

難病患者の相談支援については、リモートによる会議参
加、遠隔相談対応など、状況に応じた相談会の実施など、長
崎地域以外での相談機会の拡大を図ることとし、効果的な相
談支援を行う。

取組
項目
ⅳ

○ 8

依存症対策総合支援事
業費

R5に作成したアルコール健康障害対策リーフレットについ
て、適宜内容を修正の上、市町の健康診断等で活用を目指
し、国保・健康増進課と連携しながら、周知や啓発を行って
いる。

また、精神保健福祉法の改正（令和6年度）に伴い、市町
は精神障害者等の相談支援体制の整備を義務付けられたこと
から、医療機関との連携や困難ケースへの対応等、市町への
後方支援に取り組む。

⑥

H30-

障害福祉課

②

懇談会などの情報交換を継続しながら、難病患者への支援に対する課題など
を整理するとともに、協力病院、基幹協力病院の認定数を増していき、難病患
者が利用しやすい医療連携体系を構築を図る。
長崎地域以外での相談支援業務の強化を図るため、オンラインでの相談やＳ

ＮＳを活用した相談対応も含め、難病患者の療養生活支援を実施する。

これまでの依存症対策について、本県の実情に応じた依存症対策へと見直
し、医療機関や民間団体等との連携、相談支援体制等の充実を図っていく。併
せて、依存症専門医療機関及び治療拠点機関を中心とした医療機関間の連携を
推進し、医療連携体制の整備を図る。

改善

H18-

国保・健康増進課

改善


